
5

越
川
　
哲議

　
員

さんむ医療センター

山武市議会だより第37号 平成27年8月1日

　

現
在
、
市
で
は
小
学

校
13
校
、
中
学
校
６
校
、

合
計
19
校
の
小
中
学
校
が
あ

る
。

　

こ
の
19
校
の
小
中
学
校
を

見
直
し
、
な
ぜ
、
小
中
学
校

の
統
合
を
行
う
の
か
。

教
育
長　

小
中
学
校
で

は
、
単
に
教
科
等
の
知

識
や
技
能
を
習
得
さ
せ
る
だ

け
で
は
な
く
、
児
童
生
徒
が

集
団
の
中
で
多
様
な
考
え
に

触
れ
、
判
断
力
や
問
題
解
決

能
力
を
育
み
、
社
会
性
を
身

に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
重
要

に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
教
育
を
十
全

に
行
う
た
め
に
は
、
一
定
規

模
の
児
童
生
徒
集
団
を
確
保

す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
児
童
生
徒
の
指
導

に
あ
た
る
教
員
の
数
は
、
学

級
数
に
よ
り
配
置
数
が
決

ま
っ
て
き
ま
す
の
で
、
中
学

校
に
お
い
て
は
小
規
模
化
が

進
む
こ
と
に
よ
り
、
全
て
の

教
科
に
教
員
を
配
置
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。

　

今
後
、
市
で
は
少
子
化
に

伴
う
児
童
生
徒
の
減
少
が
見

込
ま
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、

規
模
適
正
化
を
実
現
す
る
に

は
、
学
校
を
統
合
し
て
い
く

こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
判

断
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
小
中
学
校
の
適

正
配
置
に
つ
い
て
は
、

今
後
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い

く
の
か
。

教
育
長　

本
年
３
月
に
、

各
中
学
校
単
位
で
市
民

と
保
護
者
を
対
象
に
「
意
見

を
聴
く
会
」
を
開
催
い
た
し

ま
し
た
。

　

１
４
６
人
の
方
が
参
加
さ

れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご
意
見
を

い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
ま
だ

周
知
が
足
り
て
い
な
い
と
捉

え
て
い
ま
す
。
今
後
は
各
小

学
校
単
位
で
説
明
会
を
開
催

し
て
い
く
予
定
で
す
。

　

ま
た
、
統
合
時
期
、
統
合

の
優
先
順
位
は
、
新
市
建
設

計
画
や
財
政
計
画
と
の
整
合

を
図
り
な
が
ら
、
12
月
ま
で

に
適
正
配
置
計
画
を
作
成
し
、

年
明
け
の
３
月
に
は
、
市
民

と
保
護
者
に
提
示
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

さ
ん
む
医
療
セ
ン
タ

ー
は
中
期
計
画
の
中
で

病
院
機
能
の
拡
充
を
あ
げ
て

お
り
、
施
設
整
備
等
事
業
推

進
検
討
委
員
会
が
立
ち
上
が

っ
た
。
こ
の
検
討
委
員
会
の

開
催
状
況
と
検
討
内
容
は
、

ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
。

保
健
福
祉
部
長　

本
検

討
委
員
会
は
、
今
ま
で

３
回
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

１
回
目
は
、
本
検
討
委
員

会
の
設
置
に
係
る
経
過
、
検

討
項
目
、
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
に
つ
い
て
の
説
明
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　

２
回
目
は
、
地
域
医
療
対

策
連
絡
協
議
会
の
設
置
お
よ

び
既
存
病
院
の
あ
り
方
、
建

て
替
え
が
必
要
と
な
っ
た
場

合
に
お
け
る
土
地
の
取
得
方

法
や
農
地
の
場
合
の
農
地
転

用
手
続
き
、
市
の
財
政
状
況

に
つ
い
て
の
説
明
を
い
た
し

ま
し
た
。

　

３
回
目
は
、
推
進
上
の
課

題
点
の
検
討
、
医
療
介
護
総

合
確
保
推
進
法
と
の
関
連
に

伴
う
協
議
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

本
検
討
委
員
会
の
今

後
の
予
定
は
、
ど
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
か
。

保
健
福
祉
部
長　

医
療

介
護
総
合
確
保
推
進
法

に
基
づ
き
ま
し
て
、
千
葉
県

が
作
成
す
る
地
域
医
療
構
想
、

地
域
医
療
計
画
へ
対
応
で
き

る
よ
う
、
平
成
28
年
度
末
ま

で
に
病
院
整
備
基
本
計
画
を

作
成
し
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
こ
れ
か
ら
の
地
域

医
療
は
、
病
院
完
結
型
か
ら

地
域
完
結
型
へ
医
療
提
供
体

制
の
構
造
的
な
改
革
が
推
進

さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
た
め
地
域
医
療
計
画

の
考
え
方
、
策
定
プ
ロ
セ
ス

も
大
き
く
変
わ
り
ま
す
の
で
、

市
に
お
い
て
も
今
後
検
討
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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に
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